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浄
化
槽
を
お
使
い
の
皆
さ
ん
へ

　

浄
化
槽
は
、
微
生
物
な
ど
の
働
き

を
利
用
し
て
生
活
排
水
を
き
れ
い
に

す
る
装
置
で
す
。
そ
の
た
め
、
浄
化

槽
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
に

は
、
定
期
的
な
維
持
管
理
（
保
守
点

検
・
清
掃
）
と
定
期
検
査
（
法
定
検

査
）
が
必
要
で
あ
り
、
法
律
に
よ
り

実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

適
正
な
維
持
管
理
と
定
期
検
査
を

行
い
、
浄
化
槽
を
正
し
く
使
っ
て
い

た
だ
く
よ
う
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

単
独
処
理
浄
化
槽
は
、
ト
イ
レ
か

ら
の
汚
水
の
み
を
処
理
し
、
台
所
や

お
風
呂
か
ら
の
生
活
雑
排
水
は
、
そ

の
ま
ま
放
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

生
活
雑
排
水
も
併
せ
て
処
理
で
き
る

合
併
処
理
浄
化
槽
に
転
換
す
る
こ
と

で
、
汚
れ
の
量
を
お
よ
そ
８
分
の
１

■
保
守
点
検

■
浄
化
槽
内
の
機
器
、
送
風
機
や
タ

　

イ
マ
ー
な
ど
の
点
検
調
査
を
行
い

　

ま
す
。

　
　

ま
た
、
消
毒
剤
を
定
期
的
に
補

　

充
し
、
放
流
先
が
不
衛
生
に
な
ら

　

な
い
よ
う
に
す
る
の
も
重
要
な
作

　

業
で
す
。

■
10
人
槽
以
下
の
家
庭
用
浄
化
槽
の

　

場
合
、
年
3
〜
4
回
行
う
必
要
が

　

あ
り
ま
す
。

■
県
に
登
録
し
て
い
る
保
守
点
検
業

　

者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

■
清
掃

■
浄
化
槽
内
に
溜
ま
っ
た
汚
泥
な
ど

　

を
抜
き
取
る
の
が
清
掃
で
す
。

■
年
に
1
回
以
上
（
全
ば
っ
気
方
式

　

は
6
カ
月
に
1
回
以
上
）
行
う
必

　

要
が
あ
り
ま
す
。

■
常
総
衛
生
組
合
の
許
可
を
受
け
た

　

清
掃
業
者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い

■
法
定
検
査

■
浄
化
槽
の
保
守
点
検
・
清
掃
が
き
ち

　

ん
と
行
わ
れ
、
き
れ
い
な
水
が
放
流

　

さ
れ
て
い
る
か
を
検
査
し
ま
す
。

■
最
初
の
検
査
は
、
浄
化
槽
を
使
い

　

始
め
て
か
ら
3
〜
8
カ
月
以
内
に

　

行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
後
は
毎

　

年
1
回
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す

■
県
指
定
検
査
機
関
で
あ
る
、（
公
社

　

茨
城
県
水
質
保
全
協
会
に
申
し
込

　

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
☎
０
２
９

　

‐
２
９
１
‐
４
０
０
４
）

■
一
括
契
約
シ
ス
テ
ム

■
保
守
点
検
、
清
掃
、
法
定
検
査
を

　

一
括
し
て
契
約
で
き
る
「
一
括
契

単
独
処
理
浄
化
槽
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を

に
減
ら
せ
ま
す
。

　

身
近
な
水
環
境
の
保
全
の
た
め
、

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

  

谷
和
原
庁
舎
上
下
水
道
課　

☎

58
‐
２
１
１
１
（
内
線
８
２
１
１
）

問

　

  

谷
和
原
庁
舎
上
下
水
道
課　

☎

58
‐
２
１
１
１
（
内
線
８
２
１
１
）

問

取
手
地
方
広
域
下
水
道
組
合
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ
し
ま
す

合
併
浄
化
槽
設
置
補
助
金

　
　
　
　
　
　

交
付
申
請
期
限

　

平
成
25
年
度
の
合
併
浄
化
槽
設
置

補
助
金
交
付
申
請
期
限
は
、
11
月
29

日
㈮
ま
で
で
す
。

　

補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
た
め
に

は
、
浄
化
槽
設
置
工
事
を
補
助
金
交

付
決
定
日
以
降
に
着
手
し
、
年
度
内

に
完
了
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

補
助
金
交
付
対
象
区
域
や
補
助
金

額
な
ど
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
上

下
水
道
課
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ

い
。

　

約
シ
ス
テ
ム
」
が
あ
り
ま
す
。
大

　

変
便
利
な
シ
ス
テ
ム
で
す
の
で
、

　

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
現
在
契
約
さ
れ
て
い
る
保
守
点
検

　

業
者
、清
掃
業
者
ま
た
は
（
公
社
）

　

茨
城
県
水
質
保
全
協
会
に
申
し
込

　

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
☎
０
２
９

　

‐
２
９
１
‐
４
０
０
４
）

　

取
手
地
方
広
域
下
水
道
組
合
が
徴

収
し
て
い
る
下
水
道
使
用
料
に
つ
い

て
、
11
月
（
９
月
使
用
分
）
か
ら
上

下
水
道
料
金
一
元
化
を
実
施
の
う

え
、
つ
く
ば
み
ら
い
市
が
上
下
水
道

料
金
と
し
て
徴
収
し
ま
す
。

　

上
下
水
道
料
金
一
元
化
の
実
施
に

あ
た
り
、
水
道
料
金
・
下
水
道
使
用

料
の
使
用
月
に
対
す
る
請
求
月
を
統

一
し
、
水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料

の
い
ず
れ
も
使
用
し
た
月
に
対
し

て
、
翌
々
月
の
請
求
と
す
る
た
め
、

10
月
の
下
水
道
使
用
料
の
請
求
に
お

い
て
、
調
整
を
行
い
ま
す
の
で
ご
連

絡
し
ま
す
。

※
上
下
水
道
料
金
一
元
化
に
つ
い
て

は
、
井
戸
の
使
用
に
よ
り
下
水
道
使

用
料
の
み
を
納
付
さ
れ
て
い
る
方
も

対
象
と
な
り
ま
す
。

【
現
在
の
口
座
振
替
】

○
水
道
料
金
・
上
下
水
道
料
金
（
つ

く
ば
み
ら
い
市
）

　

使
用
し
た
月
に
対
し
て
、
翌
々
月

に
請
求
し
、
口
座
振
替
は
請
求
月
の

月
末
に
振
替
し
ま
す
。

●
下
水
道
使
用
料
（
取
手
地
方
広
域

下
水
道
組
合
）

　

使
用
し
た
月
に
対
し
て
、
３
カ
月

後
に
請
求
し
、
口
座
振
替
は
請
求
月

の
翌
月
３
日
に
振
替
し
ま
す
。

【
調
整
方
法
】

　

８
月
使
用
分
（
11
月
請
求
分
）
を

10
月
に
繰
上
げ
て
請
求
す
る
も
の
と

し
、
11
月
５
日
振
替
に
お
い
て
、
７

月
使
用
分
と
８
月
使
用
分
を
請
求
し

ま
す
。

振替日 下水道組合 つくばみらい市

10月31日㈭ －
水道料金

（８月使用分）

11月５日㈫
下水道使用料

（７月・８月使用分）
－

12月２日㈪※
下水道使用料

（11月５日の再振替のみ）
上下水道料金
（９月使用分）

※ゆうちょ銀行・郵便局以外の再振替は、12月3日㈫
となります。

　

  

取
手
地
方
広
域
下
水
道
組

合
業
務
課　

☎
０
２
９
７
‐
74
‐

４
１
２
７

問 【預金口座振替をご利用の場合】

。 。）


